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多重債務問題は必ず解決できます！ 

　訪問販売、電話勧誘販売、サラ金・クレジットの
多重債務問題などの消費生活に関するトラブルをお
受けします。 
※ご相談の際は、事前にお電話ください。 

阿蘇市消費生活相談室　℡22－3364

お電話ください！ 

社会保険料控除証明書が発行されます。 
～年末調整・確定申告まで大切に保管を～ 
　国民年金保険料は、税の申告をする際、納めた全額が社会保険料控
除の対象となります。 
　この社会保険料控除の申告について、国民年金保険料の社会保険料
控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う際に、保険料を支
払ったことを証明する書類の添付等が義務付けられております。 
　このため、国民年金保険料を納付された方には、「社会保険料控除
証明書」が社会保険庁から送付されますので、年末調整や確定申告を
行う際まで大切に保管してください。 
 
＜社会保険料控除証明書送付時期＞ 
○平成19年1月1日から10月1日までに納付された方には、平成19年11
　月に送付されます。 
○平成19年10月2日から12月31日までに今年はじめて納付された方には、
　平成20年2月に送付されます。 

〔問い合わせ先〕 
　社会保険料控除証明書ダイヤル　TEL0570－00－9911 
　※平日9時～17時（平成19年11月1日～平成20年3月14日） 

Q．「社会保険料控除証明書」に記載されている月分の保険料を12月
31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますか？ 

A．今年度分として申告できます。「社会保険料控除証明書」に記載
されている保険料額に、後から納付した保険料分の「領収証書」
も必ず添付する必要があります。 

 
Q．家族の保険料を納付した場合も申告することができますか？ 
A．世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付した場
合は、納付した方がその保険料を申告することができます。 
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　国から指定された市内一部

地域の小売店舗、飲食店、サ

ービス業を営む事業所等を対

象に、国民の消費生活におい

て重要な商品及びサービスの

中から180品目を選定し、調

査日(11月21日)の価格などを

調査します。この調査で、価

格決定に関する様々な要素を

幅広く調査し、国・県・市の

各種行政施策の基礎資料を得

ています。 

　調査は、統計調査員による

調査、市町村による調査、総

務省による調査の3つの方法

で調査します。調査員による

調査の対象となる事業所には、

｢調査員証(顔写真付)｣ を携行

している調査員が、調査票の

説明と調査票へのご記入のお

願いにお伺いします。ご協力

をお願いします。 

 

総務省統計局・熊本県・阿蘇市 

 

〔問い合わせ先〕 

　企画振興課企画調整係 

　TEL 22－3169
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人づくり・地域づくり事業 
がんばるあなたを応援する 

　阿蘇市では、人づくり・地域づくりを推進する住民活動を広く支援し、活動の一層の
促進と地域活性化への波及効果を図るため助成事業を行なっています。助成を受けよう
と思われる方は、計画の段階で企画振興課地域振興係へご連絡ください。 

助成資格 
1．市内に在住又は勤務する個人 
2．市内に所在する団体・グループ等で、平素の活動について他の機関又は団体から資 
  　金的援助を受けていないもの 
 
　なお、上記の助成資格を満たしており、年度内に完了す
る事業で申請後1ヶ月を過ぎて実施されるものに限ります。（既
に事業を実施している若しくは申請後1ヶ月以内に実施予定 
の事業については対象外となります。） 
※人夫賃などの労務費や食糧費、会場使用料などは助成対象外です。 
 

〔問い合わせ先〕企画振興課地域振興係　TEL 22－3169

③地域づくり事業 
▼手づくりのイベント、特産品の開発、 
　地域づくりに関する研究・交流活動等 

②環境づくり事業 
▼街並景観、農村環境、自然環境保全活動等 

①人づくり事業 
▼国内外での調査研究活動 
　　　　（1事業につき） 

事　業　名 助　成　基　準 

④文化づくり事業 
▼郷土文化の保全、育成活動等 

（1）総事業費の80％以内 
（2）最高限度額50万円以内 

（1）総事業費の90％以内 
（2）最高限度額15万円以内 

国内 

（1）総事業費の90％以内 
（2）最高限度額35万円以内 

国外 

（1）総事業費の80％以内 
（2）最高限度額50万円以内 

（1）総事業費の80％以内 
（2）最高限度額50万円以内 
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